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4　 隠蔽又は仮装した財産が、相続時精算課税の適用を受ける財産（令和６年１月１日以後の贈与によって

取得したものに限ります。）である場合の④欄に記入するその隠蔽又は仮装した財産の金額は、その隠蔽

又は仮装した財産を贈与により取得した日の属する年中に被相続人から相続時精算課税に係る贈与によっ

て取得した財産の価額の合計額からその年分の相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額が限度と

なります。


